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※は県例規集登載
【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 給料等の支給に関する規則の一部を改正す

る規則

※ 学校職員の給料等の支給に関する規則の一

部を改正する規則

※ 学校職員の管理職手当に関する規則の一部

を改正する規則

※ 警察職員の給料等の支給に関する規則の一

部を改正する規則

※ 給料の特別調整額に関する規則の一部を改

正する規則

※ 初任給調整手当に関する規則の一部を改正

する規則

※ 管理職手当に関する規則の一部を改正する

規則



給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百

分
の
二
百
五
」
を
「
百
分
の
二
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
六
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五

」
に
、
「
百
分
の
二
百
四
十
五
」
を
「
百
分
の
二
百
五
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十

一
」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百

分
の
百
三
十
二
」
を
「
百
分
の
百
三
十
七
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
六
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
・

五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
九
十
九
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十

九
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
一
」
を
「
百
分
の
九

十
六
」
に
、
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
四
十
八
・
七
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
に
、
「
百
分

の
五
十
八
・
七
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百

分
の
二
百
五
」
を
「
百
分
の
二
百
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
一
」
を
「
百
分
の
百

十
六
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百

分
の
九
十
九
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
一
」
を
「
百
分

の
九
十
六
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
四
十
八
・
七
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
学
校
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。



学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
七
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
行
政
職
給
料
表
中
「6

5
,
8
0
0円

」
を
「6

6
,
5
0
0円

」
に
改
め
、
同
表
の
二
高
等
学
校
等

教
育
職
給
料
表
中
「7

5
,
9
0
0
円

」
を
「7

6
,
7
0
0
円

」
に
改
め
、
同
表
の
三
小
学
校
中
学
校
教
育
職
給
料
表

中
「7

2
,
0
0
0円

」
を
「7

2
,
8
0
0円

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
第
二
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
四
〇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分

の
二
百
五
」
を
「
百
分
の
二
百
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
六
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五
」

に
、
「
百
分
の
二
百
四
十
五
」
を
「
百
分
の
二
百
五
十
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
百
十
一

」
を
「
百
分
の
百
十
六
」
に
、
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分

の
百
三
十
二
」
を
「
百
分
の
百
三
十
七
」
に
、
「
百
分
の
百
四
十
六
・
五
」
を
「
百
分
の
百
五
十
一
・
五

」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
九
十
九
・
五
」
を
「
百
分
の
百
四
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
九

・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
四
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
九
十
一
」
を
「
百
分
の
九
十

六
」
に
、
「
百
分
の
百
十
」
を
「
百
分
の
百
十
五
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
第
一
項
中
「
百
分
の
四
十
八
・
七
五
」
を
「
百
分
の
五
十
一
・
二
五
」
に
、
「
百
分
の

五
十
八
・
七
五
」
を
「
百
分
の
六
十
一
・
二
五
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。



給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
四
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
公
安
職
給
料
表
中
「1

1
9
,
4
0
0円

」
を
「1

2
0
,
7
0
0円

」
に
改
め
る
。

第
二
条

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
三
公
安
職
給
料
表
中
「1

2
0
,
7
0
0円

」
を
「1

2
1
,
4
0
0円

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
別
表
第
二
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
六
八
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別表（第六条関係）

職員の区分 １ 項 職 員
２項職員 ３項職員

期間の区分 １ 種 ２ 種 ３ 種

円 円 円 円 円
１ 年 未 満 416,600 370,400 310,000 50,000 51,600

１年以上２年未満 416,600 370,400 310,000 50,000 51,600

２年以上３年未満 416,600 370,400 310,000 50,000 51,600

３年以上４年未満 416,600 370,400 310,000 50,000 51,600

４年以上５年未満 416,600 370,400 310,000 45,000 51,600

５年以上６年未満 416,600 370,400 310,000 40,000 51,600

６年以上７年未満 416,600 370,400 310,000 35,000 49,800

７年以上８年未満 416,600 370,400 310,000 30,000 48,000

８年以上９年未満 416,600 370,400 310,000 26,000 46,200

９年以上10年未満 416,600 370,400 310,000 22,000 44,400

10年以上11年未満 416,600 370,400 310,000 18,000 42,600

11年以上12年未満 416,600 370,400 310,000 14,000 40,800

12年以上13年未満 416,600 370,400 310,000 10,000 39,000

13年以上14年未満 416,600 370,400 310,000 6,000 37,200

14年以上15年未満 416,600 370,400 310,000 3,000 35,800

15年以上16年未満 416,600 370,400 310,000 34,400

16年以上17年未満 412,200 366,400 306,700 33,000

17年以上18年未満 407,800 362,400 303,400 31,600

18年以上19年未満 403,400 358,400 300,100 30,200

19年以上20年未満 399,000 354,400 296,800 28,800

20年以上21年未満 394,600 350,400 293,500 27,400

21年以上22年未満 378,600 336,400 281,500 26,800

22年以上23年未満 360,100 320,400 268,000 26,200



23年以上24年未満 341,100 303,900 254,500 25,200

24年以上25年未満 322,100 287,400 241,000 24,600

25年以上26年未満 302,600 270,900 227,500 24,000

26年以上27年未満 281,600 251,400 210,500 23,400

27年以上28年未満 260,600 231,900 193,500 22,800

28年以上29年未満 239,600 212,400 176,500 22,000

29年以上30年未満 217,600 192,900 159,500 21,700

30年以上31年未満 195,600 172,400 142,000 21,300

31年以上32年未満 173,600 151,900 124,500 20,700

32年以上33年未満 150,600 131,400 107,000 19,800

33年以上34年未満 127,600 109,900 87,000 18,900

34年以上35年未満 104,600 88,400 67,000 18,200

備考

１ この表において期間の区分欄に掲げる年数は，採用の日又は第４条各号の職

員となつた日以後の期間を示す。

２ この表において「１項職員」とは，第２条第１項の職を占める職員を，「２

項職員」とは，同条第２項の職を占める職員を，「３項職員」とは，同条第３

項の職を占める職員をいう。

３ この表において「１種」とは，第２条第１項第１号の職を占める職員を，

「２種」とは，同項第２号の職を占める職員を，「３種」とは，同項第３号の

職を占める職員をいう。



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月
二
十
六
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

井

内

秀

典

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
七
五
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
行
政
職
給
料
表
中
「1

1
7
,
5
0
0円

」
を
「1

1
8
,
1
0
0円

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
第
二
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


